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 平成１７年６月下旬以降，石綿（アスベスト）を含有する製品を製造していた工

場の従業員やその周辺の住民の健康被害が多数公表され，大きな社会問題となって

います。 

 

石綿は，我が国では１９７０年代から１９８０年代にかけて大量に輸入され，そ

の大半が建材の材料として使用されてきました。一方，この物質の吸入により健康

被害を起こす危険性があることから，昭和４６年に，労働者へのばく露防止措置が

義務付けられ，その後も吹付け石綿除去作業の事前届出及び作業基準の遵守義務化

や，石綿含有製品の製造・使用禁止など段階的に規制措置が講じられてきたところ

です。 

 平成１７年には，石綿障害予防規則（以下「石綿則」という。）により，建築物等

の壁，柱，天井などに吹き付けられた石綿等が損傷，劣化などによって飛散のおそ

れがある場合には，事業者に，除去，封じ込め，囲い込みなどの措置を講じること

が義務付けられました。また，平成２６年の改正により，措置義務の対象に石綿を

含む保温材，耐火被覆材等が加わりました。 

 対策の徹底を図るため，石綿を含有する吹付け材等の使用の有無や，その劣化状

況を点検することが求められています。 

  

 「吹付け石綿等に関する建築物等の点検の手引」（以下「手引」という。）は，建

築物等の所有者・管理者が，石綿を含有する吹付け材の使用状況を点検し，適切な

措置を講じる際の参考としていただくために作成しました。手引が多くの方々に活

用され，建築物等における石綿の飛散防止対策に役立つことを期待しています。 

また，参考資料として，巻末に参考文献，関連ホームページを掲載していますの

で参考にしてください。 

  

 なお，本手引では，石綿の飛散のおそれの大きい吹付け材を対象とし，石綿を含

有する保温材等や非飛散性のスレートなどの成形板等は対象としていません。  

しかし，吹付け材以外の石綿含有資材についても，石綿則等により，建築物・工

作物の解体・改修時において，事前調査や石綿の飛散を防止するため規制措置が義

務付けられています。これらの資材についても適宜，点検しておくことが望まれま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ はじめに 
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（１）石綿の種類，物性，用途 

  石綿は，繊維状鉱物のうち工業的に使用されてきた鉱物群の総称です。 

６種類のものが知られており，蛇紋岩と角閃石の中にできる，蛇紋岩系と角閃 

石系に大別されます。このうち，クリソタイルが最も多く使用され，角閃石系で 

はクロシドライトとアモサイトが多量に使用されました。 

 

 《石綿の種類》 

蛇紋岩系 クリソタイル（白石綿又は温石綿とも呼ばれる。） 

 

角閃石系 

 

クロシドライト（青石綿とも呼ばれる。），アモサイト（茶石綿 

とも呼ばれる。），アクチノライト，アンソフィライト，トレモ  

ライト 

 

  石綿は天然の鉱物ですが， 糸に紡いだり，布に織ることができる（紡織性）， 摩 

擦・磨耗に強い（耐摩擦性），燃えないで，高熱に耐える（耐熱性）， 電気を通し 

にくい（絶縁性），安価である（経済性）などの優れた性質を有することから，建

材，工業製品等に多く使用されました。日本に輸入された石綿の大半が建材に使

用されたとみられています。 

 

《主な石綿含有製品》 

建材（スレート，耐火被覆用の吹付け材，保温材［ボイラー等の熱を発生す

る部分などに施工］），自動車用・産業用の摩擦材（ブレーキライニング等），

シール材（ジョイントシート等），紡織品，接着剤 

 

（２）石綿の危険性 

  石綿繊維は，非常に細く，丈夫で変化しにくいため，吸引して肺に入ると組織 

に刺さり，肺がんや悪性中皮腫（肺を覆う胸膜や腸のまわりの腹膜にできる「が 

ん」）を引き起こすおそれがあります。 

また，潜伏期間が１５年から５０年と長いため，「静かな時限爆弾」と言われて 

います。 

 

（３）法による規制 

  「労働安全衛生法」により，石綿含有製品の製造等が禁止されています。 

   また，建築基準法により，吹付けアスベスト，アスベスト含有吹付けロック

ウール等の使用が規制されています。 

さらに，「労働安全衛生法」，「大気汚染防止法」，「建設工事に係る資材の再

資源化等に関する法律」及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により，

建築物等の管理や，その解体等における適正な措置が義務付けられていますの

で，これらの法律を遵守して適切な管理・工事等を行う必要があります。 

     

関係法令に関する問合せ先は，ＥＣＯひろしま（広島県の環境情報サイト）中

の「広島県の石綿（アスベスト）に関する情報」に掲載しています。 

 

２ 石綿（アスベスト）の基礎知識 
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 石綿則において，建築物等の壁，柱，天井等に吹き付けられた石綿等（すべての

種類の石綿及びそれらをその重量で０．１％を超えて含有する物）については，損

傷，劣化等によって粉じんの飛散などのおそれのあるときには，事業者に対して，

除去等の措置を講ずることが義務付けられています（石綿則第１０条第１項）。 

 このため，重量で０．１％を超えて石綿を含有する吹付け材（以下「石綿含有吹

付け材」という。）を点検の対象とし，その使用の有無や劣化状況等を点検すること

が求められています。 

主な石綿含有吹付け材の種類と用途は表１のとおりです。 

 

表１ 主な石綿含有吹付け材の種類と用途 

 

 

① 綿状吹付け材（繊維を固めたような質感で，一般的にセメント色です。） 

  吹付け石綿 

石綿とセメント系の結合材に水を加えて混合し，吹き付けされたもの。主に，

耐火被覆用として鉄骨部分や鉄骨の柱，梁等に，吸音・断熱用として機械室等の

壁，天井等に施工されました。 

  吹付けロックウール 

人造鉱物繊維であるロックウールにセメントを混入した吹付け材で，耐火被覆

用及び吸音・断熱用として使用されました。 

 

② 粒状吹付け材（表面に粒状の凹凸が見られます。） 

  ひる石（バーミキュライト）吹付け，パーライト吹付け，発泡けい酸ソーダ吹

付け石綿等があります。 

 

なお，平成１７年に，文部科学省が学校施設等を対象に行った吹付けアスベスト 

等の使用実態調査及び厚生労働省が病院・社会福祉施設等を対象に行った同様の調

査においては，屋根用折版石綿断熱材（調査では，「折版裏打ち石綿断熱材」と表現）

も調査対象建材とされています。この建材は吹付け材ではありませんが，発じんし

やすい製品であるので点検することが望まれます。 

 

区 分 種   類 用  途 

綿状吹付け材 吹付け石綿 断熱，耐火被覆，吸音，

結露防止 吹付けロックウール 

（岩綿） 

石綿を１％

を超えて含

有するもの 

 

粒状吹付け材 ひる石（バーミキュラ

イト）吹付け 

吸音，意匠 

パーライト吹付け 

発泡けい酸ソーダ吹

付け石綿 

３ 点検の対象 
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【吹付け材の施工例】 

 

綿状吹付け材：モルタル等が含まれており，繊維を固めたような質感です。 

        一般的にセメント色をしています。 
   

      
 

      
 

      
 

吹付け石綿（折版に吹き付けた例） 

吹付けロックウール（鉄骨の梁に吹き付けた例） 

 

吹付け石綿（コンクリートに吹き付けた例） 
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  粒状吹付け材：表面に粒状の凹凸が見られる。 

 
 

      

                            

                                
 

      
                          

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ひる石吹付け（天井に吹き付けた例） 

 

 

 

パーライト吹付け（天井に吹き付けた例） 
 

 

拡大写真 
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（１）対象の建築物等 

  石綿含有吹付け材は昭和３０年代から使用され始めています。労働安全衛生法 

により昭和５０年に石綿が５％を超える吹付け石綿の施工作業が原則禁止され， 

その後，平成７年に法規制の対象が１％を超えるものに，次いで，平成１８年

に０．１％を越えるものに拡大されました。  

このため，０．１％を超えて石綿を含有する吹付け材については，平成１８年

度以前に竣工した建築物（改修工事も含む。）を点検の対象とする必要があります。 

 

（２）設計図書，建築時期等による調査 

竣工時の設計図書，施工図，維持保全記録などが残っていれば，その設計図書

等に記載されている商品名や施工の時期から，石綿含有吹付け材の有無を把握し

ます。 

具体的には，石綿を含有する可能性のある吹付け材を洗い出し，それらの設計

図書等に記載されている商品の製造時期と，建築物等の建築・改修年次を照合し

て判断します。商品の製造時期は，「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニ

ュアル２０１４．６（環境省水・大気環境局大気環境課）」付録１及び「石綿（ア

スベスト）含有建材データベース」や各メーカーが公表している資料を参考とし

ます。 

  設計図書等に商品名までの記載が無い場合などは，次に示す吹付け材の分析調

査によって石綿含有の有無を判断します。 

 

（３）吹付け材の分析調査 

  石綿の含有を確認する分析調査は，特殊な顕微鏡とＸ線回折装置を用いる高度

な分析ですので，専門的な分析機関に委託して行います。 

  なお，石綿の分析調査の公定法は次により定められています。 

 
「建材中の石綿含有率の分析方法について」平成１８年８月２１日付け（平
成２６年３月３１日一部改正）基発第０８２１００２号厚生労働省労働基準
局長通知 
 
「建材中の石綿含有率の分析方法等に係る留意事項ついて」平成２６年３月
３１日付け基安化発０３３１第３号厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物
質対策課長通知 

 

（４）吹付け材の劣化状況調査 

現地において，目視により吹付け材の劣化や損傷の状況を調査し，その飛散の

おそれの程度を把握します。把握した飛散のおそれの程度に応じて，吹付け材の

措置の実施時期や工法等を判断します。なお，飛散のおそれの程度の具体的な評

価の仕方については，５－（２）で説明します。 
 

調査を行う際，狭い場所では安全性の確保のため，ヘルメット，防じんマスク

の着用が，また，暗い場所では懐中電灯が必要となります。 

 

 

４ 点検の方法 
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石綿含有吹付け材の点検フロー 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設 計 図 書 

建築物/工作物の種別 

（施工記録，維持保全記録など） 

①書面調査 

使用建築材料 施 工 年 施工部位 

（建材の種類で判断） （使用建築材料製造年との比較） （天井，壁，屋根，柱，梁など） 

石綿含有材料 不      明 石綿非含有材料 

現 場 確 認 

分  析 

石綿あり 石綿なし 

②現場調査 

③分析調査 試 料 採 取 
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県では，県有施設に使用されている吹付け石綿等からの石綿の飛散を防止し，施

設の良好な室内環境の保全を図るため，「県有施設の吹付けアスベスト等に関する

維持管理指針」（平成１７年１２月制定）を定めました。 

この指針に沿った措置と維持管理の方法等を説明します。 

 

（１）応急措置 

石綿含有吹付け材の使用が確認された場合，又は，吹付け材の飛散のおそれ

が著しい場合には，施設利用者の健康被害防止のために立入禁止等の応急措置

を講じます。 

 

（２）措置の時期 

   表２の「石綿含有吹付け材の措置判定表」による判定結果と，施設の使用実 

態を踏まえ，吹付け材の除去工事など措置の時期等を決めます。 

  

 

表２ 石綿含有吹付け材の措置判定表 

 
   吹付け材の劣化状況 

 

部屋等の使用状況 

飛散のおそれが 

大きい 

飛散のおそれが 

小さい 
安  定 

使用頻度が高い Ａ Ｂ Ｃ 

使用頻度が低い Ｂ Ｃ Ｄ 

 

 

 

〔判定区分毎の措置内容〕 

判定区分 措 置 内 容  

Ａ 直ちに，除去等の措置を行う。 

Ｂ 早い時期に除去等の措置を行う。 

Ｃ 
損傷部等について補修を行い，点検・記録後，必要に応じ，

除去等の措置を検討する。 

Ｄ 
点検・記録による管理をするとともに，計画的改修工事に合

わせた除去等の措置を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 措置の時期及び工法 
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 〔部屋等の使用状況及び吹付け材の劣化状況による区分の定義〕 

 

１ 部屋等の使用状況による「使用頻度」の区分 

区 分 該当する場所 

使用頻度が高い 
人の出入りが多く，常時使用する場所(事務室・教室・店

舗・図書室・会議室・廊下・湯沸場等) 

使用頻度が低い 

倉庫，機械室，電気室，変電室，非常階段等（ただし，常

時人がいる場合又は使用頻度が高い部屋等と遮断できない

場合は使用頻度が高いとする。） 

 

 

２ 吹付け材の劣化状況による「飛散のおそれの程度」の区分 

区 分 劣化，損傷の状況 

飛散のおそれ

が大きい 

次のいずれか一つでもある場合 

① 吹付け表面全体に毛羽立ちがある場合 

② 繊維のくずれがある場合 

③ 繊維の垂れ下がりがある場合 

④ 吹付け表面全体に損傷・欠損がある場合 

⑤ 床面に破片が頻繁に見られる場合 

⑥ 吹付け材が下地と遊離している場合 

飛散のおそれ

が小さい 

① 損傷・欠損は局所的で損傷部等の周辺の吹付け材は下

地にしっかり固着している場合 

② 損傷部があってもその環境条件では損傷部の拡大が見

られない場合 

安定 

① 吹付け面にひっかき傷等の物理的損傷がない場合 

② 下地の腐食，ひび割れ等の影響による損傷がない場合 

③ 結合剤の劣化による繊維の垂れ下がりやくずれがない

場合 

④ 下地と吹付け層との間が遊離し，浮いた状態でない場

合 

   

 

（３）措置の工法 

   措置の工法には，除去，封じ込め，囲い込みなどがあります。 

除去 吹付け石綿等を壁等からはく離し，撤去する工法 

封じ込め 表面固化処理又は内部浸透処理により，石綿が室内に飛散 

しないようにする工法 

囲い込み 吹付け石綿等が表面に露出しないよう建材等で完全に囲 

い，アスベストが室内に飛散しないようにする工法 
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工法の選定に当たっては，建築物の運用計画等を考慮した上で，表３の検討

条件を基に選定します。具体的な検討作業は，専門業者と十分に調整して行う

必要があります。 

 

      表３ 処理工法の選定に関する検討条件 

 

処理工法 
劣化・損傷の程度 

下地と接着が良好でない 

場合 

劣化の進行

が予想され 

るる場合 

工事後，使 

用・利用者 

等が接触し

得る場合 
大 小 全 面 部 分 

除去工法 適用可 適用可 適用可 適用可 適用可 適用可 

封じ込め 

工法 
適用不可 適用可※2 適用不可 

条件付 

適用可※4 

条件付 

適用可※3 

条件付 

適用可※5 

囲い込み 

工法 

条件付 

適用可※1 
適用可※2 

条件付 

適用可※4 
適用可※2 

条件付 

適用可※3 
適用可 

※１ 補修及び粉じん飛散防止処理剤の吹付けが必要となる。 

※２ 必要により補修を行う。 

※３ 原因を除去することによって，適用可能となる。 

※４ 場合により，下地及びアスベストの補修が必要となる。 

また，付着強さの確認が必要である。（出典資料「5.3.1 施工調査」解説 

参照） 

※５ 耐衝撃性を確保するのが前提である。 

   出典：日本建築センター「改訂 既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技

術指針・同解説」（平成１８年９月） 
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 措置に応じた適切な維持管理を確実に行い，石綿の飛散を未然に防止する必要が 

あります。 

 

（１）点検・記録による管理をする場合 

    ① 吹付け材の表面及び施工場所の状況を定期的な点検等により把握する。    

② 点検により軽微な損傷を発見した場合は，速やかに補修する。 

  ③ 点検により飛散のおそれがあることを確認した場合は，５により再度措

置を検討する。 

 

（２）除去を選択した場合 

   除去後，室内空気中の石綿濃度を測定し，石綿の飛散のないことを確認する。 

 

（３）囲い込み又は封じ込めを選択した場合 

  ① 施工後，必要に応じて，室内空気中の石綿濃度を測定し，石綿の飛散のな

いことを確認する。 

  ② 施工場所の状況を定期的な点検等により把握する。 

  ③ 点検により破損箇所を確認した場合は，速やかに補修する。 

 

（４）維持管理の記録 

維持管理を徹底するため，管理台帳を作成して点検の結果や措置状況等を記

録することが大切です。 

管理台帳の作成に当たっては，次ページの管理台帳兼点検記録票様式例を参

考にしてください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 維持管理 
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〔管理台帳兼点検記録票様式〕 

 
 

石綿含有吹付け材管理台帳兼点検記録票 

 

施 設 名 施設所在地 施設所有者 施設届出者 

    

施設の用途 構 造 延べ床面積 建築年月 
管理者担当部課名 

(電話) 

     

調
査
診
断 

場 所     

調査機関     

調査日     

完成図書による確認     

吹付け材の種類     

使用部位     

使用面積     

吹付け材の露出の有無     

石綿の種類・含有率※１     

表面状態（目視）     

石綿濃度※２     

措置判定結果※３     

処
理
状
況 

工 法     

工事完了年月日     

工事施工業者     

その他の工事記録     

 備    考     

 
 

点
検
計
画 

点検周期 
    

点検内容 

 

    

点
検
記
録 

場所 

点検日 

   
 

     

     

     

     

     

     

     

 

※１ 吹付け材の石綿分析調査を行った場合，石綿の種類と含有率を記載すること。 

※２ 室内空気中の石綿濃度測定を行った場合，その測定結果を記載すること。 

※３ 指針中５の措置判定表の判定区分（Ａ～Ｄ）を記載すること。 
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【関連ホームページ】 

 

ＥＣＯひろしま（広島県の環境情報サイト） 

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/eco/a-topics-170719asbest-index.h

tml 

 

 環境省 石綿（アスベスト）問題への取組 

  https://www.env.go.jp/air/asbestos/ 

 

石綿（アスベスト）含有建材データベース 

 http://www.asbestos-database.jp/ 

 

一般社団法人 JATI 協会ホームページ 

http://www.jati.or.jp/ 

 

【参考文献】 

環境省 

建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル 2014.6 

  http://www.env.go.jp/air/asbestos/litter_ctrl/manual_td_1403/index.html 

   

厚生労働省 

「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建

築物等 における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」に

基づく石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル[2.02版]  

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukij

un/sekimen/jigyo/ryuijikou/index.html 

 

 国土交通省 

  目で見るアスベスト建材 第二版 

  http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha08/01/010425_3_.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 参考資料 

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/eco/a-topics-170719asbest-index.html
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/eco/a-topics-170719asbest-index.html
https://www.env.go.jp/air/asbestos/
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吹付け石綿等に関する建築物等の点検の手引 
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